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(57)【要約】
【課題】　フォトダイオードの面積を大きくしても、電
源投入時の応答速度の劣化を阻止できるようにした、光
検知装置及びそれを用いた光学機器を提供する。
【解決手段】　ＩＲカットフィルタ10及び可視光カット
フィルタ11をそれぞれ前面に配置した、可視光乃至赤外
光に感度を有する可視光検出用フォトダイオード９-2と
赤外光検出用フォトダイオード９-1とを有する光源検知
センサ８と、該光源検知センサに対して傾いた位置から
赤外光を放射するＬＥＤ12とを備え、ＬＥＤからの赤外
光が、可視光カットフィルタ及びＩＲカットフィルタを
通さず直接可視光検出用フォトダイオード及び赤外光検
出用フォトダイオードに入射できるように配置構成する
。
【選択図】　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演算増幅器と、該演算増幅器の入力端子と出力端子との間に接続された対数圧縮特性を
有する素子と、前記演算増幅器の入力端子に接続された受光素子とを有する光信号読み出
し部と、
　電源投入時に、設定された時間内に前記出力端子の信号レベルを所定のレベルとする光
量を前記受光素子に供給する光供給手段とを有する光検知装置。
【請求項２】
　前記光信号読み出し部は、２つの光信号読み出し部よりなり、一方の前記光信号読み出
し部は、前記受光素子の前面に入射光の赤外光成分を除去するフィルタが配置され、他方
の前記光信号読み出し部は、前記受光素子の前面に入射光の可視光成分を除去するフィル
タが配置され、前記光供給手段は、その供給光の一部もしくは全てが２つの前記光信号読
み出し部のそれぞれの前記受光素子に直接入射する位置に配置されていることを特徴とす
る請求項１に係る光検知装置。
【請求項３】
　前記一方及び他方の各々の光信号読み出し部の受光素子は、可視光乃至赤外光に感度を
有する光電変換素子よりなり、
　前記光供給手段が、赤外光発光素子又は可視光発光素子であることを特徴とする請求項
２に係る光検知装置。
【請求項４】
　動作状態を表示するための発光素子と、請求項１乃至３のいずれか１項記載の光検知装
置とを有し、前記発光素子は前記光検知装置の光供給手段として用いることを特徴とする
光学機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電源投入してから出力電圧が安定するまでに要する時間を短縮した光検知
装置、及びそれを用いた光学機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カメラ等の測光センサに用いられる光検知回路として、従来、例えば特開平５－１８０
６９５号公報に開示されているものが知られている。図７を用いて上記公報に開示されて
いる光検知回路の構成について説明する。上記公報開示の光検知回路は、図７に示すよう
に、演算増幅器14の入力端子間に受光素子のフォトダイオード９を接続し、演算増幅器14
の反転入力端子と出力端子間に対数圧縮用のダイオード13を接続し、演算増幅器14の非反
転入力端子を基準電圧源15に接続して構成されている。そして、フォトダイオード９で光
を受けて発生した光電流をダイオード13で対数圧縮して電圧に変換後、出力端子16より出
力するようになっている。なお、ダイオード13とフォトダイオード９には、並列に寄生容
量（接合容量）が付加されている。
【０００３】
　図７に示した従来の上記構成の光検知回路において、電源投入から出力電圧が安定する
までの様子を図８に示す。上記構成の光検知回路において、電源投入してから出力電圧が
安定するまでに要する時間ｔ0 は、次式（１）で表される。
　ｔ0 ＝｛Ｃ1 ・（Ｖ1 －Ｖ0 ）／Ａ0 ＋Ｃ2 ・（Ｖ1 －Ｖ0 ）｝／ｉ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・（１）
【０００４】
　ここで、Ａ0 は演算増幅器のオープンループゲイン、Ｃ1 はフォトダイオード９の接合
容量、Ｖ1 は電源投入時の出力電圧、Ｖ0 は安定後の出力電圧、Ｃ2 はダイオード13の寄
生容量、ｉはフォトダイオード９で生成される光電流の電流値である。図８に示すように
、電源投入後、時間ｔ02の間は出力電圧がＶ1 であり、その後時間ｔ01の間に出力電圧Ｖ
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0 に向かって安定していく。
【０００５】
　そして、上記公報には、ダイオード13を直列にｎ個接続することで、寄生容量Ｃ2 をダ
イオード１個のときと比べて１／ｎの容量値にする構成が示されている。寄生容量の影響
を小さくすると、電源投入時の応答時間ｔ0 が短くなる。
【特許文献１】特開平５－１８０６９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記公報に開示された光検知回路には、次のような課題がある。すなわち、上
記公報開示の従来例では、フォトダイオードの接合容量Ｃ1 に起因する電源投入時の応答
速度の劣化については考慮がなされていない。より低輝度で光検知回路を動作させるため
には、光電流を大きくするためにフォトダイオードの面積を大きくする必要がある。フォ
トダイオードを大きくすると、接合容量は大きくなる。このとき、（１）式のフォトダイ
オードの接合容量Ｃ1 が大きくなるため、ｔ01は大きくなり電源投入後に長い時間を待た
ないと出力が安定しない。
【０００７】
　本発明は、この点に着目してなされたもので、フォトダイオードの面積が大きくなり接
合容量が大きくなって電源投入時の応答速度が劣化する課題を解決できるようにした、光
検知装置及びそれを用いた光学機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、請求項１に係る発明は、演算増幅器と、該演算増幅器の入力
端子と出力端子との間に接続された対数圧縮特性を有する素子と、前記演算増幅器の入力
端子に接続された受光素子とを有する光信号読み出し部と、電源投入時に、設定された時
間内に前記出力端子の信号レベルを所定のレベルとする光量を前記受光素子に供給する光
供給手段とを有して光検知装置を構成するものである。そして、この請求項１に係る発明
の実施例には、実施例１が対応する。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る光検知装置において、前記光信号読み出し部は
、２つの光信号読み出し部よりなり、一方の前記光信号読み出し部は、前記受光素子の前
面に入射光の赤外光成分を除去するフィルタが配置され、他方の前記光信号読み出し部は
、前記受光素子の前面に入射光の可視光成分を除去するフィルタが配置され、前記光供給
手段は、その供給光の一部もしくは全てが２つの前記光信号読み出し部のそれぞれの前記
受光素子に直接入射する位置に配置されていることを特徴とするものである。そして、こ
の請求項２に係る発明の実施例には、実施例１が対応する。
【００１０】
　請求項３に係る発明は、請求項２に係る光検知装置において、前記一方及び他方の各々
の光信号読み出し部の受光素子は、可視光乃至赤外光に感度を有する光電変換素子よりな
り、前記光供給手段が、赤外光発光素子又は可視光発光素子であることを特徴とするもの
である。そして、この請求項３に係る発明の実施例には、実施例１が対応する。
【００１１】
　請求項４に係る発明は、動作状態を表示するための発光素子と、請求項１～３のいずれ
か１項記載の光検知装置とを有し、前記発光素子は前記光検知装置の光供給手段として用
いて光学機器を構成するものである。そして、この請求項４に係る発明の実施例には、実
施例２及び３が対応する。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に係る発明によれば、電源投入時に必要な光量の光を光検知装置の受光素子に
供給することで電源投入時の応答時間を短縮することができる。請求項２に係る発明によ
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れば、一方の光信号読み出し部及び他方の光信号読み出し部のそれぞれの受光素子に供給
光が直接入射する位置に光供給手段を配置することで、各受光素子に洩れなく光を供給し
電源投入時の応答時間を短縮して光検知装置を動作させることができる。請求項３に係る
発明によれば、赤外光発光素子又は可視光発光素子を光供給手段として用いることで、一
方の光信号読み出し部及び他方の光信号読み出し部のそれぞれに必要な光を供給し電源投
入時の応答時間を短縮して光検知装置を動作させることが可能となる。請求項４に係る発
明によれば、動作状態を表示するための発光素子を光検知装置の電源投入時の応答時間を
短縮するための光供給手段として用いることが可能になり、これにより、光学機器の構成
部品点数を削減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【実施例】
【００１４】
（実施例１）
　まず、本発明に係る光検知装置の実施例１について説明する。図１，図２，図３を用い
て実施例１に係る光検知装置について説明する。実施例１は、本発明に係る光検知装置を
光源種を判別する光源検知センサとしてカメラに搭載した構成例である。図１は、光源検
知センサを搭載したカメラの外観図である。図１において、５はカメラボディーで、該カ
メラボディー５の上部の左端に電源のＯＮ，ＯＦＦを制御する電源スイッチボタン０とシ
ャッターボタン１を備え、撮影時の光源種を判別する光源検知センサを備えた光源検知部
２を交換レンズ４の左斜め上部に配置する。
【００１５】
　次に、図２を用いて光源検知センサへの光の供給手法について説明する。カメラの外装
６に設けられ光源検知センサ用の拡散窓７の奥に光源検知センサ８を配置する。赤外光を
発光するＬＥＤ12は、光源検知センサ８に対して傾いた位置から赤外光を供給する。
【００１６】
　光源検知センサ８は、可視光検出用の光信号読み出し部に可視光乃至赤外光に感度を有
する可視光検出用フォトダイオード９-2を配置し、その光入射側に入射光の赤外光成分を
除去するＩＲカットフィルタ10を配置している。また、赤外光検出用の光信号読み出し部
に、可視光乃至赤外光に感度を有する赤外光検出用フォトダイオード９-1を配置し、その
光入射側に入射光の可視光成分を除去する可視光カットフィルタ11を配置して構成する。
光源検知センサ８の赤外光検出用フォトダイオード９-1の出力と可視光検出用フォトダイ
オード９-2の出力の比により、光源種の判別を行う。光源種の判別をした結果に基づいて
、高精度なピントずれ補正や、ホワイトバランス補正を行う。
【００１７】
　次に、図３を用いて実施例１に係る光検知装置である光源検知センサ８の光信号読み出
し部について説明する。図３に示すように、赤外光検出用及び可視光検出用フォトダイオ
ード９-1，９-2をそれぞれ演算増幅器14-1，14-2の入力端子間に接続し、ダイオード13-1
，13-2をそれぞれ演算増幅器14-1，14-2の反転入力端子と出力端子16-1，16-2間に接続し
、演算増幅器14-1，14-2の非反転入力端子を基準電圧源15に接続して、光信号読み出し部
が構成されている。
【００１８】
　また、図２で示した赤外光を発光するＬＥＤ12は、電源スイッチボタン０をＯＮすると
きに点灯して、斜め方向から光源検知センサ８に対して赤外光を照射し、ＩＲカットフィ
ルタ10及び可視光カットフィルタ11を通さない、必要な光量の光が、赤外光検出用フォト
ダイオード９-1と可視光検出用フォトダイオード９-2の両方に直接供給されるように構成
する。このように、電源スイッチボタン０をＯＮにして、それぞれのフォトダイオードに
光を供給するとき、（１）式で説明した電源投入してから出力が安定するまでに要する時
間ｔ0 は、ＬＥＤ12から光を供給して各フォトダイオードで発生した光電流をｉLED とす
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ると、次式（２）で表される。
　ｔ0 ＝｛Ｃ1 ・（Ｖ1 －Ｖ0 ）／Ａ0 ＋Ｃ2 ．（Ｖ1 －Ｖ0 ）｝／（ｉ＋ｉLED ）
　　　　＜｛Ｃ1 ・（Ｖ1 －Ｖ0 ）／Ａ0 ＋Ｃ2 ．（Ｖ1 －Ｖ0 ）｝／ｉ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・（２）
【００１９】
　（２）式からわかるように、電源スイッチボタン０をＯＮする際にＬＥＤ12から赤外光
をフォトダイオードに供給することで、電源投入後に正常に動作するまでの時間を短縮す
ることができる。
【００２０】
（実施例２）
　次に、図４の（Ａ），（Ｂ）を用いて、実施例２について説明する。図４の（Ａ）で示
すように、実施例２に係る光検知装置を用いたカメラにおいてはカメラボディー５の上部
に電源スイッチボタン０を備え、光源検知部２の下にセルフタイマー動作表示部３を配置
している。図４の（Ａ）に示したカメラにおけるセルフタイマー動作表示部３以外の構成
は、図１に示した実施例１に係る光検知装置を用いたカメラの構成と同様である。実施例
２は、光検知装置の光供給手段として、セルフタイマー動作表示部３に適用する発光素子
を用いるものである。図４の（Ｂ）に示すように、セルフタイマー動作表示部３において
、その動作を表示する発光素子19がカメラの外装６の内側に配置されている。
【００２１】
　発光素子19には、撮影者にセルフタイマーの動作状態を表示するために、可視光乃至近
赤外光の感度を有するものを用いる。投光窓17を通して発せられた光により、カメラがセ
ルフタイマー撮影をする際やリモコン動作する際の動作状態を表示する。そして、発光素
子19の漏れ光を反射部材18で反射させて、斜め方向から光源検知センサ８に光を供給する
ように構成する。光源検知センサ８に対して光を斜め方向から供給することで、可視光カ
ットフィルタ11を通さない光が赤外光検出用フォトダイオード９-1に直接供給されるよう
に構成する。一方、可視光検出用フォトダイオード９-2では、発光素子19の光は可視光に
感度を持ったものであり、ＩＲカットフィルタ10を通過せずに斜め方向から直接入射した
光ばかりでなく、ＩＲカットフィルタ10を透過した光によっても光電流が発生する。
【００２２】
　以上のように、実施例２においても、電源スイッチボタン０をＯＮするときに発光素子
19を点灯して、光源検知センサの可視光検出用フォトダイオード及び赤外光検出用フォト
ダイオードそれぞれで光電流を発生させることで、実施例１と同様に、（２）式に示すよ
うに光検知装置の電源投入時の応答時間を短縮できる。
【００２３】
（実施例３）
　次に、図５及び図６を用いて、実施例３について説明する。実施例３は、光検知装置の
光供給手段としてカードアクセス状態表示部用の発光素子を用いるものである。図５は、
実施例３に係る光検知装置を用いたカメラを背面から見た図である。このカメラにおいて
は、電源のＯＮ，ＯＦＦを制御する電源スイッチボタン０を設けると共に、カメラのメモ
リカードへのアクセス状態や電源投入時に正常動作していることを表示するカードアクセ
ス状態表示部21をカメラボディー５の背面右上部に配置し、撮影した画像を表示する液晶
モニタ20をカメラ背面の中央部に配置している。
【００２４】
　次に、図６を用いて、カードアクセス状態表示部21に用いる発光素子により光源検知セ
ンサ８へ光を供給する手法について説明する。この実施例３では、カードアクセス状態表
示部21をカードアクセス状態表示部用の投光窓25の内側に可視光乃至赤外光の感度を有す
るカードアクセス状態表示部用の発光素子23を配置し、カードアクセス状態表示部用の発
光素子23の漏れ光を、反射部材22，24を介して、光源検知センサ８に対して斜め方向から
供給する。
【００２５】
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　このように構成された光検知装置を搭載したカメラにおいて、電源スイッチボタン０が
ＯＮされたときに、発光素子23からの光を光源検知センサ８に対して斜め方向から供給す
ることで、可視光カットフィルタ11を通さない光を赤外光検出用フォトダイオード９-1に
、ＩＲカットフィルタ10を通さない光を可視光検出用フォトダイオード９-2に直接供給し
、実施例１と同様に（２）式に示すように、光検知装置の電源投入時の応答時間を短縮す
ることができる。
【００２６】
　なお、本発明の上記各実施例の構成は、当然、各種の変形、変更が可能であり、上記記
述に限定されるものではない。また、各実施例において共通する構成要素には同一の符号
を付して示している。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係る光検知装置の実施例１を光源検知センサとして搭載したカメラの構
成を示す外観図である。
【図２】図１に示したカメラにおいて、光源検知センサへの光の供給態様を示す図である
。
【図３】実施例１に係る光検知装置における光信号読み出し部の構成を示す回路構成図で
ある。
【図４】本発明に係る光検知装置の実施例２を光源検知センサとして搭載したカメラの構
成を示す外観図及び光源検知センサへの光の供給態様を示す図である。
【図５】本発明に係る光検知装置の実施例３を光源検知センサとして搭載したカメラの構
成を示す背面図である。
【図６】図５に示したカメラにおいて、光源検知センサへの光の供給態様を示す図である
。
【図７】従来の光検知回路の構成例を示す回路構成図である。
【図８】図７に示した光検知回路において電源投入から出力電圧が安定するまでの態様を
示す図である。
【符号の説明】
【００２８】
　０　電源スイッチボタン
　１　シャッターボタン
　２　光源検知部
　３　セルフタイマー動作表示部
　４　交換レンズ
　５　カメラボディー
　６　カメラ外装
　７　光源検知センサ用拡散窓
　８　光源検知センサ
　９-1　赤外光検出用フォトダイオード
　９-2　可視光検出用フォトダイオード
　10　ＩＲカットフィルタ
　11　可視光カットフィルタ
　12　ＬＥＤ
　13-1，13-2　ダイオード
　14-1，14-2　演算増幅器
　15　基準電圧源
　16-1，16-2　出力端子
　17　投光窓
　18　反射部材
　19　発光素子
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　20　液晶モニタ
　21　カードアクセス状態表示部
　22，24　反射部材
　23　発光素子
　25　投光窓

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】
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